
獣医師の専門性に関する広告制限の特例に係る
仕組み（獣医療法施行規則第24条第１項第２号）
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認定要件確認機関
・広告可能な専門性に係る名称の検討及び設定
・専門性認定要件の評価及び認定
・獣医師の登録情報の管理及び公表
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